
～公共工事の受注者の皆さんへ～ 

沖縄県公共工事請負約款が改正され、平成 23年 12 月 26 日より施行されます。 

沖縄県においては、公共工事から暴力団等を排除するため、契約の相手方が暴力団

等である場合の解除権等（甲（発注者）の解除権）を規定しました。 
 
＜改正の概要＞ 
第４８条（甲の解除権）に契約の相手方が暴力団等である場合の解除権等を追記しました。 

 
  （甲の解除権） 
第 48 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することがで

きる。 
(1)  正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。 
(2)  その責に帰すべき事由により工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間

内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。 
(3)  第 10 条第１項第２号に掲げる者を設置しなかったとき。 
(4)  前３号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達する

ことができないと認められるとき。 
(5)  第 50 条第１項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。 

２ 前項の規定により契約が解除された場合においては、乙は、請負代金額の 10 分の

１に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 
３ 前項の場合において、第４条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保

の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当

することができる。 

 

・ 第１項に（６）を追加 

・ 第２項と３項を一部修正 

・ 平成２３年１２月２６日施行   

 

 

(6) 乙（乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。 以下この号にお

いて同じ。）が次のいずれかに該当するとき。 
 イ 役員等（乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又

はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以

下同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

77 号｡以下「暴力団対策法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴

力団員」という。）であると認められるとき。 
 ロ 暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は

暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 
 ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を

加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用したと認められるとき。 
 ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するな

ど、直接的又は積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認め

られるとき。 

ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認

められるとき。 
 ヘ 下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約をしようとする相手方がイか

らホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認め

られるとき。 
 ト 乙が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約、資材又は原材料の購入 

 



契約その他の契約の相手方としていた場合（ヘに該当する場合を除く。）に、甲が

乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。 
２ 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、乙は、請負代金額の 10

分の１に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 
３ 第１項第１号から第５号までの規定により、この契約が解除された場合において、

第４条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われている

ときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって前項の違約金に充当することができ

る。 


